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注目される 

「労働者派遣法」改正への動き 

 

◆派遣法改正に関する与党案の内容 

先日、自民・公明両党でつくる「新雇

用対策に関するプロジェクトチーム」が、

労働者派遣制度の見直しに関する基本方

針を決定、発表しました。同チームでは、

この基本方針を踏まえ、今秋に開かれる

予定の臨時国会において労働者派遣法の

改正を求めており、厚生労働省でも、改

正案を提出する準備を進めているようで

す。 

ここでは、同チームで決定された基本

方針をご紹介します。主な内容は、以下

の通りです。 

 

◆「日雇い派遣」の原則禁止 

低賃金や不安定な身分などが社会問題

化している「日雇い派遣」については、

通訳などの専門性の高い一部の業務を除

いて（ポジティブリスト化して）、原則と

して禁止する方針です。しかし、派遣会

社をはじめとする産業界からは、反対の

声が上がっているようです。 

 

◆グループ企業内での 

「専ら派遣」の規制強化 

大手企業グループの派遣会社で働く派

遣労働者のうち、約８割の人が同じグル

ープ企業内への派遣となっており、また、

３割を超える派遣会社がグループ内の企

業のみに労働者を派遣していることが、

厚生労働省の調査で明らかになっていま

す。 

これらは、労働者派遣法で禁止されて

いる「専ら派遣」となっているのではな

いかとの指摘があり、何らかの規制が必

要との意見が以前から上がっていました。

このグループ内での「専ら派遣」につい

て、規制を強化していく方針です。 

 

◆偽装請負の派遣先に 

直接雇用の行政勧告 

請負契約であるのに派遣労働者のよう

に働か せたり （いわ ゆる偽 装請負 ）、 建

設・港湾などといった禁止業務で派遣労

働者を受け入れたりするなど、派遣労働

者を違法に受け入れた企業を対象に、派

遣労働者の直接雇用を行政官庁が勧告で

きるようにする（勧告に従わない場合は

企業名を公表する）制度も検討されてい

ます。 

 これまで違法派遣については、派遣元

に対する罰則しかなかったため、派遣先

にもその対象を広げることにより、違法

派遣を抑制したい考えです。 

 

◆その他の内容 

上記の内容以外にも、派遣先の労災責

任の明確化、派遣元の手数料（マージン

率）の公開義務付け等も方針として挙げ

られており、今後の法改正への動きが注

目されるところです。 

 

継続審議となっている 

労働関係の法案 

 

◆２つの重要法案が継続審議に 

通常国会が 6 月 21 日に閉会となりま
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したが、そこで提出されていた「改正労

働 基 準 法 案 」、「 改 正 障 害 者 雇 用 促 進 法

案」は成立せずに、継続審議となってい

ます。 

この２つの重要法案は、秋の臨時国会

に提出され審議されると思われますので、

改めてその内容を確認しておきたいと思

います。 

 

◆改正労働基準法案の内容（１） 

この改正案における大きな柱は、何と

いっても「月の時間外労働が一定の時間

を超えた場合の割増率のアップ」です。 

月の時間外労働時間が 45 時間を超え

80 時間までの場合の割増賃金率につい

ては２割５分以上の率で労使協定に定め

る率とし（努力義務）、80 時間を超えた

場合の割増賃金については５割増とする、

というのがその内容です。 

なお、上記の「80 時間」の部分につ

いては、「60 時間」に修正されるような

動きもありますので、注目しておくべき

でしょう。 

 

◆改正労働基準法案の内容（２） 

改正労働基準法案のもう１つの柱は、

「年次有給休暇の時間単位での取得」で

す。 

現在、有給休暇については、最低取得

単位が原則として「１日」とされていま

すが、時間単位で細かく取得できるよう

にして、近年落ち込んでいる有給休暇の

取得率アップにつなげるのがねらいです。

また、細かい単位で取得できることが子

育て支援につながるという考えもありま

す。 

なお、この改正内容については、労働

者の過半数で組織する労働組合（ないと

きは労働者の過半数を代表する者）との

書面による協定により、時間単位で有給

休暇を与える労働者の範囲、時間を単位

として与えることができる有給休暇の日

数（５日以内）などを定めることとされ

ています。 

◆改正障害者雇用促進法案の内容 

現在は障害者の雇用者数が法定雇用率

（1.8％）に満たない従業員「301 人以

上」の企業に課されている納付金の支払

義 務 に つ い て 、 順 次 「 201 人 以 上 」、

「101 人以上」の企業へ拡大するという

ことがこの改正案の大きな内容です。 

また、障害者雇用義務の対象労働者に、

「 短 時 間 労 働 者 」（ 週 の 労 働 時 間 が 20

時間以上 30 時間未満）も追加されるこ

とも盛り込まれています。 

なお、この改正案は 2009 年４月１日

施行予定ですが、納付金支払義務が課さ

れる企業の拡大については、「201 人以

上」へは 2010 年７月、「101 人以上」

へは 2015 年７月とされています。 

 

８月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用 保 険 被保 険 者資 格取 得 届 の提 出 

＜前 月 以 降に 採 用し た労 働 者 がい る

場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出 

＜前 月 以 降に 一 括有 期事 業 を 開始 し

ている場合＞［労働基準監督署］ 

31 日 

○ 個人事業税の納付＜第 1 期分＞ 

［郵便局または銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 2 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第 2 期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 日雇 健 保 印紙 保 険料 受払 報 告 書の 提

出［社会保険事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状 況 報 告書 の 提出 ［公 共 職 業安 定

所］ 


